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平成２４年第６回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２４年１２月１０日 

午前１０時００分開会 

於       議 場 

１.議事日程（第１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ５ 議案第４７号 氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６ 議案第４８号 平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

 日程第 ７ 議案第４９号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第 ８ 議案第５０号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第 ９ 議案第５１号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第１０ 議案第５２号 氷川町道路線廃止について 

 日程第１１ 議案第５３号 氷川町道路線認定について 

 日程第１２ 議案第５４号 訴えの提起について 

 日程第１３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

２.本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

３.出席議員は次のとおりである。（１２名） 

    １番 三 浦 賢 治          ２番 田 中 照 男 

    ３番 江 嵜   悟          ５番 松 田 達 之 

    ６番 上 田 俊 孝          ７番 上 田 健 一 

   １０番 吉 川 義 雄         １１番 有 田 芳 人 

   １２番 片 山 裕 治         １３番 坂 本 悦 男 

   １４番 永 田 義 昭         １５番 笠 原 良 一 
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４.欠席議員はなし。 

 

５.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  陳 野 信 次     書 記  平 山 早 苗 

 

６.説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  藤 本 一 臣     教 育 長  廣 瀬   亀 

  総 務 課 長  河 崎 澄 男     企画財政課長  平   逸 郎 

  税 務 課 長  今 田 辰 彦     町民環境課長  中 島   正 

  健康福祉課長  山 下   剛     農業振興課長  稲 田 和 也 

  農地整備課長  河 野 正 利     建設下水道課長  森 田 寿 也 

  総務振興課長  甲 斐 貴 裕     商工観光課長  前 田 昭 雄 

  会 計 管 理 者  坂 本 京 子     学校教育課長  西 尾 正 剛 

  生涯学習課長  木 本 栄 一     農業委員会事務局長  梅 田 光 義 

  代表監査委員    遠 山 正 敬 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） 皆さん、おはようございます。ただいまから平成２４年第６回

氷川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（笠原良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１０番、吉

川議員、１１番、有田議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（笠原良一君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は本日から１２月１３日までの４日間としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（笠原良一君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から１２月１３日までの４日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（笠原良一君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

今回受理した請願・陳情等は、お手元にお配りしました請願・陳情等一覧表のと

おりで、全件の資料を配付します。 

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項に基づく「教育

に関する事務の管理及び執行の状況の点検、評価の報告書」が提出されていますの

で報告します。 

次に、例月出納現金検査及び定期監査が実施され、その結果報告書が提出されて

いますので報告します。 

次に、平成２４年第２回八代広域行政事務組合議会定例会、平成２４年第２回八

代生活環境事務組合議会定例会及び平成２４年第２回氷川町及び八代市中学校組

合議会定例会が開催され、会議資料が提出されていますので報告します。 

なお、この報告書及び会議資料は議会事務局に保管してありますので、ご自由に



 － 6 －

閲覧願います。 

次に、１０月２２日に熊本県町村議会議長会理事会が熊本市で開催され、議長が

出席しましたので報告します。 

次に、１１月１４日から１５日まで、第５６回議長全国大会が東京で開催され、

議長が出席しましたので報告します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ４ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

日程第 ５ 議案第４７号 氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第４８号 平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

日程第 ７ 議案第４９号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ８ 議案第５０号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ９ 議案第５１号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１０ 議案第５２号 氷川町道路線廃止について 

日程第１１ 議案第５３号 氷川町道路線認定について 

日程第１２ 議案第５４号 訴えの提起について 

日程第１３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（笠原良一君） 日程第４、承認第４号、専決処分の報告及び承認についてから

日程第１３、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでを一括議題とい

たします。町長の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。 

二十四節気の一つ、大雪を過ぎまして、めっきり寒くなってまいりましたけれど

も、議員各位には日々、ご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上げます。本日は

平成２４年第６回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆さま方には年

末の大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。また、日ごろより町政運営にあたりまして、格段のご協力を賜り、おかげ

をもちまして各種施策の展開もおおむね順調に推移をしておりまして、心より感謝

とお礼を申し上げます。 

平成２４年度も８カ月を経過をいたしましたが、主な事業の進捗状況につきまし



 － 7 －

て、ご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

まず、竜北東小学校校舎耐震工事及び大規模改修工事につきましては、大詰めを

迎えております。外観は既に完成をいたしておりまして、内部の仕上げ工事と外構

工事を行っているところであります。工事の進捗率といたしましては、約８５％の

状況でありまして、工程より前倒しで順調に進んでおります。 

八火図書館の基本設計につきましては１１月末日に完成をいたしました。議会全

員協議会でいただきましたご意見を尊重し、宮原郵便局前の道路改修、改良と駐車

場確保に向けました用地の確保につきましても、その交渉を始めたいというふうに

思っているところであります。 

スマートインターチェンジ整備事業につきましては、ネクスコ西日本が本体工事

に着手をいたしました。 

町道の整備につきましても、用地買収及び文化財発掘調査が進んでおります。と

ともに一部工事につきましても、発注をいたしたところであります。名称につきま

しては両市町の議会特別委員会で合意が図られ、宇城氷川スマートインターチェン

ジの名称案をネクスコ西日本へ伝達をし、日本高速道路保有・債務返済機構におい

て正式決定される予定でございます。 

農業体質強化基盤整備事業につきましても、排水路ゲート改修及び暗渠排水、客

土工事につきましても、順調に進捗をいたしております。今回の議会にも補正を出

しておりますけれども、その分も含めましてそれぞれ農家の皆様方から要望があり

ました事業量につきまして、全て実施する見込みでございます。懸案であります農

業排水対策につきましては、抜本的な課題解決に向け、１０月２４日に排水対策検

討委員会を立ち上げ、事業化に向けた検討を始めたところでございます。 

１０月１１日、大阪府にあります味覚糖本社を訪問をいたしまして「晩白柚ぷっ

ちょ」製造のお礼と、今後の展開について協議を行いました。コンビニ等の販売店

からの注文に応じきれないほど売れ行きがいいということでございまして、今後も

増産していきたいという回答を得たところでありまして、その原材料を提供いたし

ております。このことにつきましても、しっかりと提供を進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

１１月２２日、神奈川県にあります元旦ビューティ工業を訪問いたしまして、誘

致活動を行いました。前向きな回答をいただいたところでありまして、今月１３日

には、県の企業立地課及び東京事務所とともに、商工観光課職員を派遣をいたしま

して、更なる誘致活動を進めたいというふうに思っております。 

１２月４日に、衆議院議員選挙が公示をされ、選挙戦が展開をされておりますが、

今後とも国政の状況及び国策の方針等を的確に捉え、町政の推進に活用するととも
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に、議員各位をはじめ町民の皆様方の英知を結集し、課題解決に向けて粘り強く、

かつ着実に町政運営を進めてまいりたいと考えております。さらなるご理解とご支

援をよろしくお願いをいたします。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、承認１件、条例改正その他４件、

平成２４年度一般会計及び特別会計補正予算４件、諮問１件でございます。 

承認第４号は、平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第４号）でありまして、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、報告をし

承認を求めるものでございます。 

内容といたしましては、今月１６日執行の衆議院議員選挙等の経費につきまし

て、急を要しましたので専決処分により予算化をしたものでございます。 

議案第４７号は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に

伴い、氷川町暴力団排除条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４８号は、平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第５号）でありまして、

歳入歳出それぞれ５,５３９万５,０００円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ６０

億２,０５３万７,０００円とするものでございます。 

歳入の主な予算といたしまして、国庫支出金５,３０１万６,０００円、県支出金

７６７万７,０００円、繰入金９９５万円で、歳出の主な予算は、農林水産業費５,

５２７万５,０００円で、その事業項目は農業体質強化基盤整備促進事業補助金、

新規就農者確保事業青年就農給付金及び水路改良工事費でございます。 

総務費５６０万１,０００円、その内容は、宮原振興局本館解体・新館改修実施

設計業務委託料でありまして、八火図書館及び振興局機能を持たせる新たな館の建

設に向けましての委託料でございます。 

災害復旧費２２０万５,０００円でございまして、栫地区ため池護岸復旧工事費

でございます。 

議案第４９号は、平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でございまして、歳入歳出それぞれ１,８９０万円を追加し、歳入歳出総額それぞ

れ２０億１,０６６万２,０００円とするものでございます。 

歳入の主な予算といたしまして、療養給付費交付金１,５９０万円、前期高齢者

交付金３００万円でございます。 

歳出の主な予算は、保険給付費１,８９０万円でございます。 

議案第５０号は、平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

歳入歳出それぞれ１,１５６万１,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞれ１２

億７,９７５万６,０００円とするものでございます。 
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歳入の主な予算といたしまして、繰越金１,０２７万７,０００円、歳出の主な予

算は諸支出金１,０２７万７,０００円でございます。 

議案第５１号は、平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）で

ありまして、歳入歳出それぞれ１,２５２万円を減額し、歳入歳出総額それぞれ８

億２,９３３万５,０００円とするものでございます。 

歳入の主な予算といたしまして、繰入金１,２８９万円、国庫支出金５３５万円

を減額するものでございます。 

歳出の主な予算は、公共下水道事業費９１４万６,０００円、公債費３３７万４,

０００円を減額するものでございます。 

議案第５２号ならびに議案第５３号は、氷川町町道の路線廃止及び路線認定につ

きまして議会の議決を求めるものでございます。 

議案第５４号は、訴えの提起についてであります。熊本県宇城市松橋町南豊崎５

８５番地、医療法人社団本田会を被告として、不正利得返還請求事件につきまして

訴えを提起したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、具体的な内容等につきましては担当課長

に説明をさせますので、よろしくご審議をいただき円満なご決定をいただきますよ

うお願い申し上げまして、開会のご挨拶ならびに提案理由の説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

諮問２号につきましては、人権擁護委員様の推薦に伴いまして、議会の皆様方の

承認をいただくものでございまして、のちほどまた詳しく説明をさせていただきた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（笠原良一君） これから承認第４号から諮問第２号まで、一括で関係課長の説

明を求めます。要点を踏まえ、簡潔に説明をして下さい。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 承認第４号、専決処分の報告及び承認についてご説明

いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分した事件について、同条第

３項の規定により、別紙のとおり報告し承認を求めるものでございます。 

まず、開けていただきまして１ページをご覧ください。 

平成２４年度氷川町一般会計補正予算（第４号）について、歳入歳出それぞれに

９７４万９,０００円を追加し、総額を５９億６,５１４万２,０００円とするもの

でございます。専決処分の日は平成２４年１１月２６日です。 

６ページの歳入から説明いたします。６５・１５・５、５節、総務費委託金、衆

議院議員総選挙委託金として９４１万６,０００円。 
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次に７ページの歳出をご覧ください。主なものを説明します。１０・５・５、一

般管理費、７節、賃金、臨時職員１,６５２万円。１３節、委託料、庁務手等民間

委託料マイナス１,８９６万円、これは１０月１日の労働者派遣法の改正により民

間委託から臨時職員としての雇用に変更するものでございます。３１人分４カ月分

を計上しております。次に、１０・２０・２５目、衆議院議員選挙費として１節、

報酬、３節、職員手当等、次のページになりますが１１節、需用費等に合計９７４

万９,０００円を計上しております。 

以上で、承認第４号の説明を終わります。 

○議長（笠原良一君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 議案第４７号、氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条

例について。 

氷川町暴力団排除条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

改正理由でありますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部

改正で、新たに事業者の責務が追加されたことから、法律条文で条ずれが生じたた

め条例の一部を改正するものでございます。 

以上です。 

○議長（笠原良一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第４８号、平成２４年度氷川町一般会計補正予算

（第５号）についてご説明いたします。 

まず、開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ５,５３９万５,０００円を追加して、総額６０億２,０

５３万７,０００円とするものです。 

次に、歳出の主なものを説明いたします。１１ページをご覧ください。１０・５・

１３、振興局費、１３節、委託料、宮原振興局本館解体・新館改修実施設計業務委

託料５４０万円は、老朽化しております本館の解体と振興局機能として使用いたし

ます新館部分の改修の設計委託料でございます。 

次に、１３ページです。２５・５・１０、農業振興費、１９節、負担金補助及び

交付金、新規就農者確保事業青年就農給付金４１２万５,０００円は、国の制度と

して５.５人の方に７５万円の就農支援を行うものであります。同じく農地集積協

力金２５０万円は、農家の規模拡大のために、貸し手及び借り手の方を支援するも

のです。２５農地費、１５節、工事請負費、有佐水路改良工事２４０万円、１９節、

負担金補助及び交付金、農業体質強化基盤整備促進事業補助金４,５７５万円は、

国の第二次補正により、暗渠排水等を整備するものです。 
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次に、１４ページです。３５・１０・１５、道路新設改良費、２２節、補償補填

及び賠償金、西上宮町道改良事業補償金１００万円は電柱２本分の移設補償金で

す。 

次に、１５ページです。３５・２０・５、公共下水道費、２８節、繰出金、下水

道事業特別会計繰出金マイナス１,２８９万円は、流域下水道の維持管理負担金の

減額、借替えによる長期債の利子の減額等により繰出金が減額となるものです。３

５・２５・５、住宅管理費、１１節、需用費、町営住宅修繕料１２８万８,０００

円。４０・５・２５、災害対策費、１３節、委託料、氷川町倉庫解体・備蓄倉庫新

築設計委託料２３４万円は給食センター敷地内に備蓄倉庫を建設するための設計

委託です。 

次に、１７ページです。４５・２０・１５、八火図書館費、八火図書館建設基本

設計委託料マイナス４１７万１,０００円は、執行残による減額です。 

次に、１８ページです。５０・５・５、農業用施設災害復旧費、１５節、工事請

負費、災害復旧事業２１７万円は災害認定を受けました栫地区の農業用水施設の復

旧費です。 

なお１９ページ、給与費明細書以降につきましては説明を省略させていただきま

す。 

次に、歳入の主なものを説明いたします。８ページをご覧ください。６５・１０・

５、総務費国庫補助金、５節、総務費補助金、市町村合併推進体制整備費補助金５

９０万円は、宮原振興局、図書館の設計に関するものです。６５・１０・２０、農

林水産業費国庫補助金、５節、農業費補助金、農業体質強化基盤整備促進事業補助

金４,５７５万円は、暗渠排水設備の補助です。同じく災害復旧事業費補助金１３

１万６,０００円は、栫地区の農業用水施設分です。７０・１０・２０、農林水産

業費県補助金、５節、農業費補助金、新規就農者確保事業青年就農給付金４１２万

５,０００円は５.５人分の支援で１００％補助となります。同じく農地集積協力金

２５０万円も１００％補助です。 

次に、１０ページです。９９・５・３０、教育債、１０節、合併特例債、八火図

書館建設事業マイナス５６０万円は市町村合併推進体制整備費補助金に財源を変

更したものです。 

以上で、議案第４８号の説明を終わります。 

○議長（笠原良一君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第４９号、平成２４年度氷川町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）につきまして、ご説明いたします。 

次のページをお願いいたします。 
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８９０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億１,０６６万２,０００円とする補正で

あります。 

歳出７ページをお願いいたします。１０・１０・５、一般被保険者高額療養費、

１９節、負担金補助及び交付金、高額療養費１,５３０万円は医療費の自己負担額

が限度額を超えた際に、その超えた額を支給するための高額療養費でございます。 

８ページお願いします。３０・５・１０、保健衛生普及費、７節、賃金、臨時職

員賃金６２万円、１２節、役務費、社会・雇用・労災保険料８万７,０００円、１

３節、委託料、管理栄養士派遣委託料マイナス７０万７,０００円、こちらは労働

者派遣法改正に伴う予算の組替えでございます。 

歳出についてです。６ページをご覧いただきたいと思います。２０・５・５、療

養給付費交付金、１０節、過年度分、１,５９０万円、実績報告に基づく過年度追

加交付分でございます。２３・５・５、前期高齢者交付金、５節、現年度分、３０

０万円、交付決定に基づく変更増額分でございます。現時点で判明している交付金

の額と当初予算額の差額について増額補正するものでございます。 

以上で、議案第４９号の説明を終わります。 

続きまして、議案第５０号、平成２４年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第

２号）についてご説明いたします。 

次のページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１５６万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７,９７５万６,０００円とする

補正であります。 

歳出７ページをお願いいたします。５・５・５、一般管理費、１３節、委託料、

訴訟代理人委託費４０万円、こちらは宇城市松橋町にあります医療法人社団本田会

に対し、介護報酬の不正請求に係る不正利得返還請求の訴えを裁判所に起こすため

の訴訟代理人委託費です。５・１５・５、認定調査費、７節、賃金、臨時職員賃金

９０万６,０００円、１２節、役務費、社会・雇用・労災保険料１２万９,０００円、

こちらは労働者派遣法改正に伴う委託費からの予算の組替えでございます。 

８ページをお願いします。１７・１０・５、介護予防ケアマネジメント事業等費、

７節、賃金、臨時職員１０８万円、１２節、役務費、社会・雇用・労災保険料１５

万３,０００円、こちらも同じく労働者派遣法改正に伴う予算の組替えでございま

す。 

９ページをお願いします。３５・５・１０、償還金、２３節、償還金利子及び割

引料、国庫支出金等返還金、１,０２７万７,０００円、主なものが町一般会計への
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返還金として平成２３年度の地域支援事業、平成２３年度の介護給付費でございま

す。 

歳入についてご説明いたします。６ページをご覧ください。４０・５・１０、そ

の他一般会計繰入金、５節、事務費繰入金、１２８万４,０００円、歳出の総務費

の分でございます。それから、４５・５・５、繰越金、５節、繰越金１,０２７万

７,０００円、前年度繰越金でございます。 

以上で、議案第５０号の説明を終わります。 

○議長（笠原良一君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げたいと思います。 

議案第５１号、平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてご説明いたします。平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

開けていただきまして、１ページをご覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１,２５２万円を減額し、歳入

歳出の総額をそれぞれ８億２,９３３万５,０００円とするものでございます。 

補正の主なものといたしましては、歳出の八代北部流域下水道維持管理負担金の

処理場への流入量の精算確定に伴う負担金の減額及び公債費の償還金利子及び割

引料で補償金免除繰上償還に伴う借上利率の確定によります利子の減額による歳

出及び歳入の一般会計の繰入金の減額をするものでございます。 

それでは、予算書の歳出の９ページをご覧ください。主な補正をご説明いたしま

す。５款、公共下水道事業費、５項、公共下水道事業費、１０目、公共下水道維持

費の１９節、負担金補助及び交付金の１,０７１万２,０００円の減額につきまして

は、八代北部流域下水道に係る維持管理の負担金の精算が確定しましたので、補正

するものでございます。 

９ページから１０ページにわたりますが、１５目、公共下水道建設費の１３節、

委託料の１９９万円の減額及び２２節、補償補填及び賠償金の５０５万９,０００

円の減額をした計７０４万９,０００円を、１５節、工事請負費で７０４万９,００

０円増額するもので、これは減額分を単独費分の工事請負費として予算の組替えを

行うものでございます。１０ページの１５款、公債費、５項、公債費、５目、元金、

２３節、償還金利子及び割引料の償還金９６万３,０００円につきましては、補償

金免除繰上償還によりまして借替えを行い確定をしたものでございます。１０目、

利子、２３節、償還金利子及び割引料の４３３万７,０００円の減額につきまして
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は、補償金の免除繰上償還に伴いまして借替えを行い、利子の利率が確定しました

ので補正するものでございます。 

次に、１１ページをご覧ください。地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書につきまして、前年度

末現在高見込額４０億６,１９８万７,０００円から当該年度中増減見込額により

当該年度末現在高見込額が４０億４,４０１万１,０００円となるものでございま

す。 

続きまして、歳入のほうにまいりたいと思います。 

７ページを開けてご覧ください。１５款、国庫支出金、５項、国庫補助金、５目、

下水道補助金、５節、下水道補助金の５３５万円の減額につきましては、社会資本

整備総合交付金の交付決定に伴い減額補正するものでございます。２０款、繰入金、

５項、一般会計繰入金、５目、一般会計繰入金、５節、一般会計繰入金、１,２８

９万円の減額につきましては、先ほど歳出で説明いたしましたが八代北部流域下水

道維持管理費負担金の精算確定及び起債の繰上償還に係る借替えによる償還利率

の確定に伴うものでございまして、一般会計の繰入金より減額補正するものでござ

います。 

次のページの、８ページをご覧ください。３５款、町債、５項、町債、５目、下

水道債、５節、下水道債の４９０万円の増額につきましては、通常債、竜北処理区

の交付金減額及び宇城市負担金増に伴いまして補助事業から単独事業への事業変

更により補正するものでございます。 

最後に４ページを開けてご覧ください。第２表の地方債補正について、下水道債

の補正前の限度額１億５,９６０万円を、補正後の限度額を１億６,４５０万円に変

更させていただくものでございます。 

以上で、議案第５１号、平成２４年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について説明を終わらせていただきます。 

○議長（笠原良一君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 続きまして、議案第５２号、氷川町道路線廃止についてご

説明いたします。 

道路法第１０条第１項の規定により、別添調書のとおり町道の路線を廃止する。

氷川町道路線の廃止については、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を

経る必要があるため提出するものでございます。 

これは、スマートインターチェンジ建設事業に係る道路整備に伴う廃止６路線で

ございます。 

続きまして、議案第５３号、氷川町道路線認定についてご説明いたします。 



 － 15 －

道路法第８条第１項の規定により次のとおり町道の路線を認定する。 

氷川町道路線の認定については、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を

経る必要があるため提出するものでございます。 

これは、スマートインターチェンジ建設事業による道路整備に伴う認定５路線と

西上宮地区内の道路新設整備に伴う認定１路線でございます。 

続きまして、議案第５４号、訴えの提起についてご説明いたします。 

熊本県宇城市松橋町南豊崎５８５番地、医療法人社団本田会、代表者理事長、本

田溥、並びに熊本県宇城市松橋町南豊崎５８５番地、本田溥を不正利得返還請求事

件で訴えを提起するものです。事件の内容は、医療法人社団本田会が運営する介護

老人保健施設ヘルシープラザ十六において、平成１７年１月から平成１９年２月ま

での間、同施設で行われた施設サービス及び居宅サービスにおいて不正請求により

受給した介護報酬４５４万１,８７７円及び介護保険法第２２条第３項の規定に基

づく加算金１８１万６,７５０円について返還を求めたが、期限までに納付がない

ため訴えにより支払を求めるものでございます。 

請求の趣旨 

（１）被告らは、原告に対し、連帯して、金６３５万８,６２７円及びこれに対

する不正請求額の各支払日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 

（２）訴訟費用は被告らの負担とする。 

との判決並びに仮執行の宣言を求める。 

裁判所は熊本地方裁判所です。 

事件に関する取扱い及び方針です。 

（１）弁護士を訴訟代理人と定める。 

（２）第一審判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

提案理由でございますが、本町が、訴えを提起する地方自治法第９６条第１項第

１２号の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案するものでございま

す。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（笠原良一君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるもの

でございます。 

住所 八代郡氷川町宮原５７８番地９ 

氏名 新垣有美子 
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生年月日 昭和２３年１２月１５日生でございます。 

同氏は、３８年間教職員として培ってこられました豊富な経験を生かして、社会

貢献の精神に基づき中立公正な立場で熱意を持って人々に寄り添いながら、人権啓

発等に積極的に取り組んで来られ、地域住民からも深く信頼をされております。こ

れまでの経験や知識を生かし民意を汲み取りながら人権擁護意識の啓発などに活

躍が期待できますので、人権擁護委員候補者として推薦をしてよろしいか、議会の

意見を求めるものでございます。よろしくお願いをいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（笠原良一君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

本日はこれをもって散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１０時４２分 

 

 

 


